
 

銃砲刀剣類所持等の事務取扱いに関する訓令 

 

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日 

福井県警察本部訓令第３１号  

改正 

平成 29 年 7 月 19 日本部訓令第 24 号 令和元年 12 月 24 日本部訓令第 37 号 令和 3 年 3 月 15 日本部訓令第 13 号 

令和 3 年 3 月 22 日本部訓令第 17 号  令和４年３月 15 日本部訓令第１０号 

 銃砲刀剣類所持等の事務取扱いに関する訓令を次のように定める。 

銃砲刀剣類所持等の事務取扱いに関する訓令 

 

 銃砲刀剣類所持等の事務取扱いに関する訓令（平成４年福井県警察本部訓令第１１号）

の全部を改正する。 
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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この訓令は、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号。以下「法」とい

う。）、銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和３３年政令第３３号。以下「令」とい

う。）、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（昭和３３年総理府令第１６号。以下「規則」

という。）、猟銃安全指導委員規則（平成２１年国家公安委員会規則第１２号）及び指

定射撃場の指定に関する内閣府令（昭和３７年総理府令第４６号。以下「府令」とい

う。）に基づく事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（届出書、申請書等の部数） 

第２条 規則の規定により提出を受ける届出書、申請書その他の書類等の部数は、規則に

掲げる部数とする。 

   第２章 製造、保管業等の届出 

 （銃砲刀剣類製造事業等の届出） 

第３条 警察署長（以下「署長」という。）は、規則第４条第１項若しくは第２項の規定



 

による銃砲刀剣類製造等届出書、規則第１００条第１項若しくは第２項の規定による準

空気銃製造等届出書、規則第１０２条第２項若しくは第３項の規定による模造拳銃製造

等届出書又は規則第１０３条第２項の規定による模擬銃器製造等届出書を受理したとき

は、記載内容を確かめ、２通のうち１通は欄外に届出を受理した旨を記載して届出者に

交付し、１通は銃砲刀剣類製造等事業者台帳、準空気銃製造等事業者台帳、模造拳銃製

造等事業者台帳又は模擬銃器製造等事業者台帳として整理保管するとともに、その写し

を生活安全企画課長（以下「主管課長」という。）へ送付するものとする。 

２ 署長は、規則第４条第４項、規則第１００条第４項、規則第１０２条第５項又は第１

０３条第２項の規定による事業廃止の届出を受理したときは、前項により交付した届出

書の欄外に廃業した旨を記載させた上で返納させ、その写しを主管課長へ送付するもの

とする。 

（人命救助等に従事する者の届出） 

第４条 署長は、規則第５条第１項の規定による人命救助等に従事する者届出書を受理し

たときは、同条第２項の規定による人命救助等に従事する者届出済証明書(以下「人命

救助者等証明書」という。）を作成して届出者に交付するものとする。 

２ 署長は、規則第５条第３項の規定による人命救助等に従事する者届出書を受理した場

合において、その届出が人命救助等に従事する者でなくなった旨の届出であるときは、

人命救助者等証明書を返納させ、第１項の届出書の記載事項に変更が生じた旨の届出で

あるときは、人命救助者等証明書の記載事項を変更して届出者に交付するものとする。 

３ 署長は、規則第５条第３項の規定による人命救助者等証明書の亡失等の届出を受理し

たときは、事情を明らかにした書類を提出させて事実を確認の上、必要な手配を行うと

ともに、人命救助者等証明書を新たに作成して届出者に交付するものとする。 

４ 署長は、第１項から第３項までの届出を受理したときは、届出書等を人命救助者等台

帳として整理するものとする。 

 （使用人の届出） 

第５条 署長は、規則第６条第１項の規定による使用人届出書を受理したときは、記載内

容を確かめ、同条第２項の規定による使用人届出済証明書を作成して届出者に交付する

ものとする。 

２ 署長は、規則第６条第４項の規定による使用人届出書を受理した場合において、その

届出が使用人でなくなった旨の届出であるときは、使用人届出済証明書を返納させ、前

項の届出書の記載事項に変更が生じた旨の届出であるときは、使用人届出済証明書の記

載事項を変更して届出者に交付するものとする。 

３ 署長は、規則第６条第５項の規定による使用人届出済証明書の亡失等の届出を受理し

たときは、事情を明らかにした書類を提出させて事実を確認の上、必要な手配を行うと

ともに、使用人届出済証明書を新たに作成して届出者に交付するものとする。 

４ 署長は、第１項から第３項までの届出を受理したときは、届出書等を使用人台帳とし

て整理するとともに、その写しを主管課長に送付するものとする。 

（保管業の届出） 

第６条 署長は、規則第９０条第１項及び第２項の規定による保管業届出書を受理したと

きは、記載内容を確かめ、２通のうち１通は欄外に届出を受理した旨を記載して届出者



 

に交付し、１通は保管業者台帳として整理保管するとともに、その写しを主管課長へ送

付するものとする。 

２ 署長は、規則第９０条第４項の規定による保管業廃止届出書を受理したときは、記載

内容を確かめ、前項により交付した保管業届出書の欄外に廃業した旨を記載させた上で

返納させ、その写しを主管課長に送付するものとする。 

３ 署長は、保管業者が保管委託を受けた銃砲等を規則第９１条又は規則第９１条の２の

基準に適合しない設備及び方法により保管していると認めるときその他危害予防上必要

があると認めるときは、速やかにその旨を警察本部長（以下「本部長」という。）に報

告するものとする。 

４ 署長は、規則第９３条の規定による保管業務廃止等命令書の送付を受けたときは、速

やかに当該保管業者に交付するものとする。 

第３章 銃砲等又は刀剣類の所持許可 

（所持許可及び認定） 

第７条 署長は、規則第９条の規定による銃砲所持許可申請書、刀剣類所持許可申請書、

クロスボウ所持許可申請書、技能検定申請書、猟銃等所持許可更新申請書、クロスボウ

所持許可更新申請書、教習資格認定申請書、練習資格認定申請書及びクロスボウ射撃資

格認定申請書並びに規則第７５条の規定による年少射撃資格認定申請書の提出を受けた

ときは、必要事項の記載及び添付書類の適否を確認したうえ受理するものとする。 

２ 前項により申請を受理した署長は、別に定める要領により各種調査を行うものとする。

３ 署長は、前項の調査の結果、法に定める欠格事由に該当しないと認める銃砲所持許可 

申請（猟銃及び空気銃（以下「猟銃等」という。更新時期を統一するためのものに限

る。）並びに産業用銃砲に係る所持許可に限る。）、刀剣類所持許可申請、クロスボウ

所持許可申請（更新時期を統一するためのものに限る。）、猟銃等所持許可更新申請、

練習資格認定申請及びクロスボウ所持許可更新申請については、当該申請に対応する許

可証若しくは認定証の交付又は許可証への許可事項の記載をするものとする。 

４ 署長は、前項に掲げた申請以外に係る申請書の写し及び当該申請に係る各種調査の結

果を記載した書類の写しを主管課長に送付するものとする。 

５ 署長は、第２項による調査の結果、欠格事由に該当し、許可又は認定（以下「許可等

」という。）ができないことが明らかな場合は、その旨を申請者に告げ、申請の取下げ

を指導するものとする。ただし、指導に応じない者による申請については、次項による

ものとする。 

６ 署長は、第２項による調査の結果、許可等の欠格事由に該当し、又はその疑いがある

ものについて、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく申請に関する上申書（別記様式第１号

）に関係書類を添付し、主管課長に送付するものとする。 

７ 主管課長は、第４項による送付を受けた申請のうち、ライフル銃に係る教習資格認定

申請については、申請者に対する面接調査を実施するものとする。 

８ 主管課長は、第４項又は第６項による送付を受けた申請の内容を精査し、更なる調査

が必要と認められる場合は、追加の調査の実施を署長に依頼するとともに必要な調査を

実施するものとする。 

９ 生活安全部長（以下「部長」という。）又は主管課長は、第４項又は第６項による送



 

付を受けた申請（技能検定申請を除く。）について、法に定める欠格事由に該当しない

と認める場合は、署長を通じて当該申請に対応する許可証又は認定証の交付若しくは許

可証への許可事項の記載をするものとする。 

10 部長及び主管課長は、第４項又は第６項による送付を受けた申請について、法に定め

る欠格事由に該当すると認められる場合は申請の却下を公安委員会に上申し、却下の決

定がなされた場合は銃砲等又は刀剣類不許可等処分決定書（別記様式第２号）を署長に

送付するものとする。 

11 署長は、銃砲等又は刀剣類不許可等処分決定書の送付を受けたときは、速やかに申請

者に交付し、受領書を徴収するものとする。 

12 署長は、第２項による調査に伴い作成及び収集した資料を申請書に編綴
てつ

し、保管する

ものとする。 

13 署長は、銃砲等又は刀剣類所持許可番号等記録簿（別記様式第３号）を備え、許可及

び認定の状況を記録するものとする。 

14 署長は、第３項及び第９項の規定による許可証若しくは認定証を交付し、又は許可証

への許可事項の記載をした場合は、当該許可等に係る銃砲若しくはクロスボウ（以下「

銃砲等」という。）又は刀剣類が、猟銃等である場合は猟銃等登録カード（別記様式第

４号）を、法第４条第１項第２号に掲げる救命索発射銃等（以下「産業用銃砲等」とい

う。）である場合は産業用銃砲等登録カード（別記様式第５号）を、クロスボウである

場合はクロスボウ登録カード（別記様式第５号の２）を、刀剣類である場合は刀剣類登

録カード（別記様式第６号）を作成し、整理保管するものとする。 

 （認知機能検査） 

第８条 署長は、法第４条の３第１項に基づく認知機能検査の申込みがあった場合は、検

査を実施するものとする。 

２ 署長は、認知機能検査に用いた検査用紙、採点補助用紙及び検査結果を通知する書面

の副本を猟銃等登録カード又はクロスボウ登録カードに添付して検査を実施した日から

３年間保存するものとする。 

３ 署長は、前項の検査を受けた者が、規則第１５条の基準に該当していると認めるとき

は、受診等命令書（別記様式第７号）により、法第４条の３第２項に基づく受診等命令

を行うものとする。ただし、指導の結果、申請を取り下げたとき、申請書に添付された

診断書等から判断して認知症に該当することが明白であるとき、又は認知症以外の欠格

事由に該当し許可等がなされないことが明白であるときはこの限りではない。 

４ 署長は、前項の受診等命令をしたときは、受診等命令書の写しにより主管課長に通知

するものとする。 

（許可の条件） 

第９条 署長は、銃砲等又は刀剣類の所持に関する危害防止上、法第４条第２項の規定に

基づく許可条件の付与又は変更の必要を認めたときは、銃砲刀剣類所持許可者等に対す

る行政処分等上申書（別記様式第８号）に関係書類を添えて、主管課長に送付するもの

とする。 

２ 主管課長は、危害防止上の必要性等を判断し、付すべき条件を署長に通知するものと

する。 



 

３ 前項の通知を受けた署長は、許可証の条件欄に条件を記載し、又は書換えし、その必

要性及び内容を説明して当該所持許可を受けた者に交付するものとする。 

（確認） 

第１０条 署長は、規則第１７条第１項の規定による確認を受けようとする者から銃砲等

又は刀剣類の提出を受けた場合は、当該銃砲等又は刀剣類と許可証に記載された内容に

同一性が認められ、かつ令第９条各項に定める基準に適合していると認めたときは、許

可証の記載内容を補正するとともに、確認年月日を記載するものとする。 

２ 署長は、前項で確認した銃砲等又は刀剣類が、産業用銃砲又は刀剣類であって、その

譲渡人等が都道府県公安委員会の許可を受けて所持していたものである場合において、

譲渡人等の住所が他都道府県であるときは主管課長に、県内の他の警察署の管轄区域で

ある場合は当該警察署長に、当該銃砲等又は刀剣類の所持許可申請書の写し及び産業用

銃砲等登録カード又は刀剣類登録カードの写しにより通知するものとする。 

（打刻又は表示命令） 

第１１条 署長は、前条の確認の対象が猟銃等である場合は、刻印の有無を確かめ、当該

猟銃等の特定のため必要があると認めたときは、当該猟銃等を所持する者に規則第１８

号の規定による打刻命令書を交付して打刻を命じ、履行を確認するものとする。 

２ 署長は、前条の確認の対象がクロスボウである場合は、表示の有無を確かめ、クロス

ボウの特定のため必要があると認めたときは、当該クロスボウを所持する者に規則第１

８号の２第２項の規定による表示措置命令書及びクロスボウ番号票を交付して表示措置

を命じ、履行を確認するものとする。 

３ 署長は、第１項又は第２項の命令及び履行の確認をしたときは、打刻命令書又は表示

命令書の控えの写しを主管課長に送付するものとする。 

（許可の期間及び期間の延長） 

第１２条 法第４条第 1 項第４号に規定する拳銃及び空気拳銃の所持許可の期間は２年、

法第９条の５第２項の規定による教習資格認定証の有効期間は３か月とする。 

２ 法第４条第１項第８号及び第９号に規定する銃砲等に係る所持許可の期間は部長が、

当該各号に規定する刀剣類の所持許可の期間は署長が、令第６条第２項に規定する範囲

内で定めるものとする。 

３ 法第６条第２項の規定による許可の期間は部長が、令第２４条第１項に定める範囲内

で国際競技の参加に必要な期間等を考慮して定めるものとする。 

４ 規則第３０条に基づき前項の所持期間の延長の申請があった場合は、銃砲等にあって

は部長が、刀剣類にあっては署長が、令第２４条第２項に規定する範囲内で当該期間を

定めて、法第７条に規定する許可証の有効期限を書き換えるものとする。 

   第４章 猟銃等講習会等 

（猟銃等講習会等の実施） 

第１３条 主管課長は、法第５条の３第１項の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関す

る講習会（以下「猟銃等講習会」という。）のうち、現に法第４条第１項第１号の規定

による許可を受けて猟銃等を所持している者及び法第５条の２第３項第２号又は第３号

に掲げる者を対象とした講習会を年１２回以上、それ以外の者を対象とした講習会を年

６回以上、法第５条の３の２第１項の規定によるクロスボウの取扱いに関する講習会（



 

以下「クロスボウ講習会」という。）のうち、現に法第４条第１項第１号の規定による

許可を受けてクロスボウを所持している者を対象とした講習会及びそれ以外の者を対象

とした講習会をそれぞれ年２回以上、法第９条の１４の規定による年少射撃資格の認定

のための講習会（以下「年少講習会」という。）を年２回以上開催するものとし、開催

日時、場所その他講習会の開催に関し必要な事項を事前に公表するものとする。 

２ 主管課長は、やむを得ない事由により、猟銃等講習会、クロスボウ講習会及び年少講

習会の日時及び場所を変更する場合は、あらかじめ署長に通知するものとする。 

３ 署長は、前項の通知を受理したときは、受講申込者に対し、この旨を通知するものと

する。 

（講習会の受講申込） 

第１４条 署長は、規則第２０条の規定による講習受講申込書又は規則第８０条の規定に

よる年少射撃資格講習受講申込書の提出があった場合は、記載内容を確かめた上、これ

を受理し、主管課長に送付するものとする。 

２ 主管課長は、前項の規定により送付を受けた講習受講申込書を講習会受講者名簿とし

て、年少射撃資格講習受講申込書を年少射撃資格講習会受講者名簿として、整理保管す

るものとする。 

（講習修了証明書の取扱い） 

第１５条 主管課長は、猟銃等講習会及びクロスボウ講習会の課程を修了した者に対し規

則第２１条の規定による講習修了証明書を、年少講習会の課程を修了した者に対し規則

第８１条の規定による年少射撃資格講習修了証明書を交付するものとする。 

２ 主管課長は、講習修了証明書取扱台帳（別記様式第９号）を整備して、講習修了証明

書及び年少射撃資格講習修了証明書の交付の状況を記録するものとする。 

 （講習修了証明書の書換え又は再交付） 

第１６条 署長は、規則第２２条第１項の規定による講習修了証明書の書換えの申請又は

規則第８２条第２項の規定による年少射撃資格講習修了証明書の書換えの申請を受理し

たときは、記載内容を確かめ、当該証明書の書換えを行うとともに、当該申請書を主管

課長に送付するものとする。 

２ 署長は、規則第２２条第２項の規定による講習修了証明書の再交付の申請又は規則第

８２条第２項の規定による年少射撃資格講習修了証明書の再交付の申請を受理したとき

は、記載内容を確かめ、当該申請書を主管課長に送付するものとする。 

３ 主管課長は、前項による送付を受けた申請に基づき新たな証明書を作成し、署長を通

じて申請者に交付するものとする。 

４ 主管課長は、証明書の書換え及び再交付の状況を、講習修了証明書取扱台帳に記載し、

記録するものとする。 

   第５章 技能検定 

 （技能検定の実施） 

第１７条 部長は、技能検定申請の申請者が法で定める欠格事由に該当しないと認める場

合は、主管課長に法第５条４の規定による技能検定（以下「技能検定」という。）の実

施を指示するものとする。 

２ 主管課長は、技能検定の日時及び場所を決定し、規則第２３条に定める技能検定通知



 

書を申請者に交付するものとする。 

 （技能検定の実施） 

第１８条 主管課長は、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則（昭和５３年国家

公安委員会規則第８号）に基づき技能検定を実施するものとする。 

 （技能検定合格証明書の取扱い） 

第１９条 主管課長は、技能検定の合格者に対し、規則第２４条に定める技能検定合格証

明書（以下「合格証明書」という。）を交付するものとする。 

２ 主管課長は、技能検定合格証明書取扱台帳（別記様式第１０号）を備え、合格証明書

の交付の状況を記録するものとする。 

 （合格証明書の書換え又は再交付） 

第２０条 第１６条第１項から第４項までの規定は、合格証明書について準用する。この

場合において、「規則第２２条第１項の規定による講習修了証明書の書換えの申請」と

あるのは「規則第２５条第１項の規定による合格証明書の書換えの申請」と、「規則第

２２条第２項の規定による講習修了証明書の書換えの申請」とあるのは「規則第２５条

第２項の規定による合格証明書の再交付の申請」と、「講習修了証明書取扱台帳」とあ

るのは「技能検定合格証明書取扱台帳」と読み替えるものとする。 

   第６章 猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 

 （技能講習の実施） 

第２１条 主管課長は、法第５条の５の規定による猟銃の操作及び射撃の技能に関する講

習（以下「技能講習」という。）を随時開催するものとし、開催日時、場所その他講習

会の開催に関し必要な事項を事前に公表するものとする。 

２ 主管課長は、やむを得ない事由により技能講習の日時及び場所を変更する場合は、あ

らかじめ署長に通知するものとする。 

３ 署長は、前項の通知を受理したときは、受講申込者に対し、この旨を通知するものと

する。 

 （技能講習の申込） 

第２２条 署長は、規則第２６条の規定による技能講習受講申込書の提出があった場合は

、記載内容を確かめた上、これを受理し、その写しを主管課長に送付するものとする。 

２ 主管課長は、第１項の規定により送付を受けた技能教習受講申込書の写しを技能講習

受講者名簿として、保管するものとする。 

 （技能講習通知書） 

第２３条 主管課長は、技能講習の開催日の１週間前までに受講者を決定し、署長に通知

するものとする。 

２ 署長は、受講者に対し、規則第２７条に規定による技能講習通知書を交付するものと

する。 

 （技能講習修了証明書の取扱い） 

第２４条 主管課長は、技能講習の課程を修了した者に対し、規則２８条に規定による技

能講習修了証明書を、署長を経由して交付するものとする。 

２ 主管課長は、講習修了証明書取扱台帳により、技能講習修了証明書の交付の状況を記

録するものとする。 



 

 （技能講習修了証明書の書換え又は再交付） 

第２５条 第１６条第１項から第４項までの規定は、技能講習修了証明書について準用す

る。この場合において、第１項及び第２項中の「規則第２２条の規定による講習修了証

明書再交付等申請書」とあるのは、「規則第２９条の規定による技能講習修了証明書再

交付等申請書」と読み替えるものとする。 

   第７章 許可証及び認定証 

（許可証等の書換え） 

第２６条 署長は、規則第３２条の規定による銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書又

は規則第７８条の規定による年少射撃資格認定証書換申請書を受理したときは、申請に

係る許可証又は認定証の該当事項を書き換え、記載事項変更欄にその旨を記載して交付

するものとする。 

２ 署長は、第１項で書換えをした事項が管轄署を異にする住所の変更である場合は、転

入元が他都道府県であるときは主管課長に、それ以外のときは当該場所を管轄する警察

署に受理した申請書の写しにより通知するものとする。 

 （許可証等の再交付） 

第２７条 署長は、規則第３３条の規定による銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書

又は規則第７９条の規定による年少射撃資格認定証再交付申請書を受理したときは、事

情を明らかにした書類を提出させて事実を確認の上、主管課長に通報するとともに、許

可証又は認定証を新たに作成して届出者に交付するものとする。 

２ 主管課長は、前項の通知を受けたときは、必要な手配をし、これが発見されたときは

、手配を解除するものとする。 

   第８章 許可等の失効及び行政処分等 

（許可の失効） 

第２８条 署長は、法第８条第１項の規定により銃砲等又は刀剣類の所持許可が失効した

と認めるときは、許可が失効した者に対し、許可証の返納又は記載事項の抹消並びに法

第８条第６項に基づく措置を指導するものとする。 

２ 許可を受けた者が死亡したことにより銃砲等又は刀剣類の所持許可が失効した場合は

、法第８条第４項に掲げる死亡届出義務者等に許可証の返納を指導するとともに、当該

銃砲等又は刀剣類を相続した者に対し、法第８条第６項に基づく措置を指導するものと

する。 

（許可証等の返納） 

第２９条 署長は、規則第３６条の規定による許可証等の返納を受けた場合は、銃砲等又

は刀剣類所持許可証等返納届出書の記載内容を確かめて受理し、返納された許可証等を

適正に処分するとともに、許可番号記録簿にその旨を記載するものとする。 

２ 署長は、第１項で返納された許可証等が福井県公安委員会以外の都道府県公安委員会

が交付したものである場合は主管課長に、県内の他の警察署が交付したものである場合

は当該警察署に、当該許可証等に当該届出書の写しを添付して送付するものとする。 

 （許可証の記載事項の抹消） 

第３０条 署長は、規則第３７条の規定による許可証の記載事項の抹消の申請を受理した

場合は、許可事項抹消申請書の記載内容を確かめ、提示された許可証の該当する事項を



 

抹消するものとする。 

（仮領置） 

第３１条 署長は、法第８条第７項、法第８条の２第２項、法第９条の８第３項、法第９

条の１２第２項、法第１１条第８項若しくは第９項、法第１１条の２第１項から第３項

まで、法第２５条第１項又は法第２６条第２項の規定による仮領置を行うときは、仮領

置する銃砲等及び刀剣類並びに拳銃部品の所持者に規則第３８条に規定による仮領置書

を交付するとともに、仮領置書控を仮領置台帳として保管し、その写しを主管課長に送

付するものとする。 

（仮領置した銃砲等及び刀剣類並びに拳銃部品の返還等） 

第３２条 署長は、規則第３９条第１項又は第２項の規定による銃砲等又は刀剣類返還申

請書を受理した場合は、記載内容及び添付書類を確かめ、申請者が返還を求める銃砲等

及び刀剣類並びに拳銃部品を適法に所持できる者であると認めるときは、仮領置書及び

規則第４０条の規定による受領書と引き換えに当該銃砲等及び刀剣類並びに拳銃部品を

返還するものとする。 

２ 署長は、仮領置した銃砲等及び刀剣類並びに拳銃部品を返還したときは、仮領置台帳

の処理結果欄に返還の状況を記載するものとする。また、受理した銃砲等又は刀剣類返

還申請書、仮領置書及び受領書を仮領置台帳に編綴するとともに、その写しを主管課長

に送付するものとする。 

３ 署長は、法第８条第９項、法第８条の２第４項、法第９条の８第５項、法第９条の１

２第４項、法第１１条第１２項及び法第１１条の２第６項の規定に基づき売却又は廃棄

することのできる銃砲等及び刀剣類並びに拳銃部品については、関係書類を添えて主管

課長に送付するものとする。 

４ 主管課長は、前項の規定により送付された銃砲等及び刀剣類並びに拳銃部品を売却し

た場合、規則第４１条の規定により当該銃砲等及び刀剣類並びに拳銃部品を提出した者

に代金を交付するものとする。 

（指示） 

第３３条 署長は、法第１０条の９第１項及び第２項の規定による指示の必要性を認めた

ときは、銃砲等又は刀剣類所持許可者等に対する行政処分等上申書に関係書類を添付し

、部長に送付するものとする。 

２ 部長は、前項により送付された上申書等の内容を確認して必要な指示を決定し、指示

書（別記様式第１１号）を署長に送付するものとする。 

３ 署長は、指示書の送付を受けたときは、速やかに被処分者に交付するとともに、受領

書を徴するものとする。 

（許可等の取消し） 

第３４条 署長は、法第１１条第１項から第７項までの規定による許可の取消し、法第９

条の５第３項の規定による射撃教習認定の取消し、法第９条の１０第３項の規定による

射撃練習認定の取消し、法第９条の１６第２項の規定によるクロスボウ射撃資格認定の

取消し及び第１１条の３の規定による年少射撃資格認定の取消しの事由に該当し、又は

その疑いがあると認めたときは、銃砲等又は刀剣類所持許可者等に対する行政処分等上

申書に関係書類を添付し、部長に送付するものとする。 



 

２ 部長は、前項により送付された上申書等の内容を確認し、必要に応じ署長に追加の調

査等の実施を指示するものとする。 

３ 部長は、前項の確認等により、法に定める取消事由に該当すると認められるときは、

許可等の取消しを公安委員会に上申し、許可等の取消の決定がなされた場合は、銃砲等

又は刀剣類の許可等取消処分決定書（別記様式第１２号）を署長に送付するものとする。 

４ 署長は、銃砲等又は刀剣類の許可等取消処分決定書の送付を受けたときは、速やかに

被処分者に交付するとともに受領書を徴し、かつ、許可取消しに係る銃砲等又は刀剣類

については、法第１１条第９項の規定による必要な処置を取るものとする。 

   第９章 射撃場及び射撃指導員等 

 （射撃場の指定及び解除） 

第３５条 署長は、府令第１０条の規定による指定射撃場指定申請書及び府令第１３条の

規定による記載事項変更届を受理したときは、記載内容を確かめ、２通のうち１通を主

管課長に送付するものとする。 

２ 署長は、府令第１１条の規定による指定通知書の送付を受けたときは、速やかに申請

者に交付するものとする。 

３ 署長は、指定射撃場が府令第１条から第９条までの基準に適合しなくなったと認める

場合は、速やかにその状況を本部長に報告するものとする。 

４ 署長は、府令第１４条の規定による指定解除通知書の送付を受けたときは、速やかに

設置者又は管理者に交付し、受領書を徴収するものとする。 

５ 主管課長は、指定射撃場台帳（別記様式第１３号）を備え、指定射撃場の指定及び解

除等の状況を記載するとともに、第１項で送付された申請書等を当該台帳に編綴
てつ

して整

理保管するものとする。 

６ 署長は、指定射撃場において、射撃に伴う事故が発生したことを認知したとき又は府

令第８条第８号の規定による通報を受けたときは、速やかにその状況を本部長に報告す

るものとする。 

（射撃指導員の指定、解除等） 

第３６条 署長は、規則第４３条の規定による射撃指導員指定申請書を受理したときは、

記載内容を確かめ、速やかに規則第４２条第１項各号又は規則第４２条の２各号で定め

る基準に適合しているかを調査し、申請書及び調査結果を主管課長に送付するものとす

る。 

２ 主管課長は、前項の送付を受けたときは、面接、試験、射撃関係団体及び指定射撃場

からの推薦等により申請をした者が、前項の基準に適合しているかを確認し、その結果

を添えて、本部長に射撃指導員の指定について上申するものとする。 

３ 署長は、規則第４４条の規定による射撃指導員指定書の送付を受けたときは、速やか

に申請者に交付するものとする。 

４ 主管課長は、おおむね４年ごとに射撃指導員の指定を受けた者に報告させるなどして

、射撃指導員としての実績を確認し、第１項の基準に適合しないおそれがあると認める

ときは、試験等により同基準に適合しているか否かを確認するものとする。 

５ 署長は、射撃指導員の指定を受けた者が、第１項の基準に適合しなくなったと認めた

ときは、速やかにその状況を主管課長に通報するものとする。 



 

６ 主管課長は、射撃指導員の指定を受けた者が、第１項の基準に適合しなくなったと認

めたときは、公安委員会に指定の解除を上申するものとする。 

７ 署長は、規則第４５条の規定による射撃指導員指定解除通知書の送付を受けたときは

、速やかにその者に交付し、受領書を徴収するものとする。 

８ 主管課長は、射撃指導員指定等取扱台帳（別記様式第１４号）を備え、射撃指導員の

指定及び解除の状況を記載するものとする。 

９ 主管課長は、射撃指導員を対象とする研修会の開催、所属射撃関係団体に対する当該

研修会の開催の働きかけ等により、射撃指導員の知識・技能の維持向上に努めるものと

する。 

 （教習射撃場及び練習射撃場の指定及び解除） 

第３７条 署長は、規則第５０条の規定による教習射撃場指定申請書、規則第６４条の規

定による練習射撃場指定申請書、規則第５４条の規定による記載事項変更届出書及び規

則第６８条の規定による記載事項変更届出書を受理したときは、記載内容を確かめ、主

管課長に送付するものとする。 

２ 署長は、規則第５１条の規定による教習射撃場指定書及び規則第６５条の規定による

練習射撃場指定書の送付を受けたときは、速やかに申請者に交付するものとする。 

３ 署長は、教習射撃場が規則第４７条の基準に適合しなくなったと認めるとき及び練習

射撃場が規則第６３条の基準に適合しなくなったと認めるときは、速やかにその状況を

本部長に報告するものとする。 

４ 署長は、規則第６１条の規定による教習射撃場指定解除通知書及び規則第７４条の規

定による練習射撃場指定解除通知書の送付を受けたときは、速やかに設置者又は管理者

に交付し、受領書を徴収するものとする。 

５ 主管課長は、教習射撃場及び練習射撃場の指定及び解除の状況を指定射撃場台帳に記

載するとともに、第１項で送付を受けた申請書等を当該台帳に編綴
てつ

して整理保管するも

のとする。 

 （教習射撃指導員及び練習射撃指導員の選任及び解任） 

第３８条 署長は、規則第５２条の規定による教習射撃指導員選任等届出書及び規則第６

６条の規定による練習射撃指導員選任等届出書を受理したときは、記載内容を確かめ、

主管課長に送付するものとする。 

２ 署長は、教習射撃指導員及び練習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をし、又は

法若しくはこれの命令に違反したと認めたときは、速やかにその状況を本部長に報告す

るものとする。 

３ 署長は、規則第５３条の規定による教習射撃指導員解任命令書及び規則第６７条の規

定による練習射撃指導員解任命令書の送付を受けたときは、速やかに管理者に交付し、

受領書を徴収するものとする。 

４ 主管課長は、教習射撃指導員及び練習射撃指導員の選任等の状況を指定射撃場台帳に

記載するとともに、第１項で送付を受けた届出書等を当該台帳に編綴
てつ

して整理保管する

ものとする。 

 （教習用及び練習用備付け銃の届出及び銃砲の保管） 

第３９条 署長は、規則第５８条及び規則第７２条の規定による教習用備付け銃等届出書



 

を受理したときは、記載内容と当該備付け銃を確認し、２通のうち１通は欄外に届出を

受けた旨を記載して届出者に交付し、１通は備付け銃台帳として保管するとともに、そ

の写しを主管課長へ送付するものとする。 

２ 署長は、教習用備付け銃及び練習用備付け銃又は銃砲の保管の設備及び方法がそれぞ

れ規則第５９条又は同第７３条に定める基準に適合しないと認めるときは、速やかにそ

の状況を部長に報告するものとする。 

３ 部長は、前項の報告を受けたときは、署長を通じ、当該射撃場を管理する者に法第９

条の７第３項又は法第９条の１１第２項の規定による命令を行うものとする。 

（矢による危害防止必要な措置の認定） 

第３９条の２ 署長は、クロスボウ射撃指導員又はクロスボウの射撃をする者から規則第

８２条の４に規定する危害予防上必要な措置が執られている場所であることの認定につ

いて申出があった場合は、主管課長に通知するものとする。 

２ 主管課長は、前項の通知を受けたときは、必要な調査を行い認定の可否を決定し、そ

の結果を署長を通じ、申出者に書面にて通知するものとする。 

   第１０章 報告徴収、立入検査等 

（銃砲等及び実包等の保管状況に関する報告徴収） 

第４０条 署長は、次の各号のいずれかに該当するとき、銃砲等の所持者に対し、法第１

０条の６第１項の規定による銃砲等及び実包等の保管状況に関する報告を求めるものと

する。 

(1) 法第４条の４第１項の規定による銃砲等の確認をするとき。(2) 規則第３２条の

規定による許可証の住所変更に係る記載事項 

の書換えの申請を受理したとき。 

(3) その他銃砲等及び実包等の保管状況に関し報告を求める必要があると認めたとき。 

 （猟銃所持者の住居に対する立入検査） 

第４１条 署長は、立入検査記録簿（別記様式第１５号）を備え、法第１０条の６第２項

の規定による立入検査の実施状況及び同条第３項の規定による事前の関係者への通告の

状況を記載するものとする。 

２ 事前の通告なく、又は日出から日没までの時間外に立入検査を実施しようとする時は

、関係者から立入検査承諾書（別記様式第１６号）を徴収するものとする。 

（報告徴収等） 

第４２条 署長は、銃砲等若しくは刀剣類の所持許可又は年少射撃資格認定を受けた者が

、引き続き許可等の基準に適合しているか調査するため、法第１２条の３に定める報告

の徴収又は指定する医師の診断を受ける必要があると認めた場合は、報告徴収・受診命

令に関する上申書（別記様式第１７号）により本部長に進達を行うものとする。 

２ 署長は、報告徴収書（別記様式第１８号）及び受診等命令書の送付を受けたときは、

速やかにその者に交付するとともに、受領書を徴収するものとする。 

   第１１章 雑則 

 （銃砲刀剣類等の一時保管） 

第４３条 署長は、法第２４条の２第５項の規定により、警察官から一時保管に係る銃砲

刀剣類等を引き継いだときは、当該銃砲刀剣類等を一時保管するとともに、規則第１０



 

５条第２項の規定による一時保管銃砲刀剣類等引継書の写しを主管課長に送付するもの

とする。 

（一時保管した銃砲刀剣類等の返還及び売却等） 

第４４条 法第２４条の２第６項の規定により、一時保管に係る銃砲刀剣類等を返還した

ときは、規則第１０６条の規定による銃砲刀剣類等一時保管書及び受領書の写しを主管

課長に送付するものとする。 

２ 署長は、法第２４条の２第８項の規定により売却又は廃棄することのできる銃砲刀剣

類等については、関係書類を添えて主管課長に送付するものとする。 

 （検査） 

第４５条 署長は、法第１３条の規定による検査を実施したときは、許可証の検査欄に、

その旨を記載するものとする。 

 （公務所等への照会） 

第４６条 署長は、公務所照会・回答管理簿（別記様式第１９号）を備え、法第１３条の

２の規定による公務所等への照会を行った場合は、その状況を記載するものとする。 

（調査を行う間における銃砲等及び刀剣類並びに拳銃部品の保管） 

第４７条 署長は、法第１３条の３第１項及び第３項の規定による調査を行う間における

銃砲等及び刀剣類並びに拳銃部品の保管を行うときは、規則第９６条の規定による保管

書を交付するとともに、保管書控を保管書台帳として保管し、その写しを主管課長に送

付するものとする。 

２ 法第１３条の３第２項及び第４項の規定により、保管した銃砲等及び刀剣類並びに拳

銃部品を返還したときは、規則第９７条の規定による保管書及び受領書の写しを主管課

長に送付するものとする。 

 （教育委員会からの通知） 

第４８条 主管課長は、法第１４条第４項、法第１６条第２項又は法第１７条第３項の規

定による通知書を受けたときは、署長に通知するとともに、当該通知書を整理保管する

ものとする。 

（発見及び拾得の届出） 

第４９条 署長は、法第２３条の規定による銃砲等又は刀剣類の発見の届出をした者が、

法第１４条の規定による登録を受けて、当該銃砲又は刀剣類を引き続き所持することを

希望した場合は、別に定める要領により取り扱うものとする。 

２ 署長は、第１項の届出をした者から当該銃砲等又は刀剣類の処分の依頼を受けた場合

は、銃砲刀剣類等所有権放棄書（別記様式第２０号）とともに当該銃砲等又は刀剣類を

提出させ、銃砲刀剣類等送付書（別記様式第２１号）を添えて主管課長に送付するもの

とする。 

３ 署長は、法第２３条の規定による銃砲等又は刀剣類の拾得の届出を受理した場合は、

遺失物法（平成１８年法律第７３号）又は水難救護法（明治３２年法律第９５号）の定

めるところにより取り扱うものとする。 

（授受、運搬及び携帯の禁止又は制限） 

第５０条 署長は、法第２６条第１項の規定による銃砲等又は刀剣類の授受、運搬及び携

帯を禁止し、又は制限する必要があると認めるときは、その状況を速やかに公安委員会



 

に報告するものとする。 

（提出命令） 

第５１条 署長は、法第２７条第１項の規定による銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる必要

があると認めるときは、速やかに次の事項を本部長に報告し、指示を受けるものとす

る。 

(1) 銃砲等又は刀剣類の所持者の本籍（国籍）、住所、氏名及び生年月日 

(2) 銃砲等又は刀剣類の種類、特徴及び数量 

(3) 提出命令を必要とする理由 

２ 署長は、前項の場合において、提出命令の指示があったときは、規則第１１４条の提

出命令書を交付して速やかに執行し、銃砲刀剣類等送付書を添えて当該銃砲等又は刀剣

類を主管課長に送付するものとする。 

（公安委員会に対する申出） 

第５２条 法第２９条の規定による申出の取扱いについて必要な事項は、別に定める。 

（猟銃安全指導委員） 

第５３条 法第２８条の２の規定による猟銃安全指導委員に関し必要な事項は、別に定め

る。 

（不利益処分に係る教示） 

第５４条 署長は、第６条第４項の規定による保管業務廃止等命令書、第１１条第１項の

規定による打刻命令書、同条第２項の規定による表示命令書、第３５条第４項の規定に

よる指定解除通知書、第３６条第４項の規定による射撃指導員指定解除通知書、第３７

条第４項の規定による教習射撃場指定解除通知書及び練習射撃場指定解除通知書並びに

第３８条第３項の規定による教習射撃指導員解任命令書及び練習射撃指導員解任命令書

の交付を行う場合は、相手方に対し、審査請求に関する教示及び行政事件訴訟法（昭和

３７年法律第１３９号）第４６条に規定する取消訴訟等の提起に関する事項を書面によ

り教示するものとする。 

（他の公安委員会等への通知） 

第５５条 主管課長は、令第３５条の規定に基づく他の公安委員会への通知については、

法第４条第１項第１号、第３号、第４号、第５号及び第５号の２の許可に係る銃砲につ

いての他の都道府県からの転入に係る書換えにかかるものは警察庁情報管理システムに

よる銃砲登録照会業務により、その他のものについては銃砲等又は刀剣類所持許可証書

換等通知書（別記様式第２２号）の送付により行うものとする。 

（銃砲刀剣類等の処分依頼） 

第５６条 署長は、適法に銃砲等又は刀剣類を所持している者から銃砲等又は刀剣類の処

分の依頼を受けた場合で、危害予防上適当と認める場合は第４９条第２項に準じて処理

するものとする。 

２ 署長は、刃物、玩具銃等の処分の依頼を受けた場合で、危害予防上適当と認める場合

は前項に準じて処理するものとする。 

（銃砲等又は刀剣類の亡失又は盗難の手配等） 

第５７条 署長は、法第２３条の２の規定に基づく事故の届出、検査等によって、許可を

受けている銃砲等又は刀剣類の亡失又は盗難の事実を知ったときは、速やかに主管課長



 

に報告して手配を行うとともに、必要な措置を執るものとする。 

２ 署長は、前項の手配をした銃砲等又は刀剣類が発見されたときは、速やかにその旨を

主管課長に報告し、手配を解除するものとする。 

（事故報告） 

第５８条 署長は、銃砲等又は刀剣類により人の生命、身体又は財産に対する危害が発生

したときは、直ちにその状況を主管課長を通じて本部長に報告するものとする。 

（資料の整理） 

第５９条 署長は、銃砲等又は刀剣類の所持者に係る所持許可の適格性に関する情報の認

知及び通報に際しては、その内容を整理、保管するものとする。 

（福井県情報管理システムへの入力） 

第６０条 署長は、銃砲等又は刀剣類所持許可等の状況及び関連情報を別に定める要領に

より、福井県警察情報管理システムに入力するものとする。 

（警察庁情報管理システムによる銃砲登録照会業務の運用） 

第６１条 主管課長は、警察庁が定める要領により警察庁情報管理システムによる銃砲登

録照会業務を運用するものとする。 

 この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年７月１９日福井県警察本部訓令第２４号） 

 この訓令は、平成２９年８月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２４日福井県警察本部訓令第３７号） 

 この訓令は、交付の日から施行する。 

附 則（令和３年３月１５日福井県警察本部訓令第１３号） 

 この訓令は、令和３年３月１５日から施行する。 

附 則（令和３年３月２２日福井県警察本部訓令第１７号） 

 この訓令は、令和３年３月２２日から施行する。 

附 則（令和４年３月１５日福井県警察本部訓令第１０号） 

この訓令は、令和４年３月１５日から施行する。 

  

別記様式省略 

 


